
福　

祉

雇
用
・
労
働

農
業
委
員
会
の
『
活
動
の

点
検
・
評
価
と
平
成
25
年

度
の
目
標
・
活
動
計
画
』

を
策
定
し
ま
し
た

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

事
業
者
の
方
へ

『
高
め
よ
う

一
人
ひ
と
り
の
安
全
意
識

み
ん
な
の
力
で
ゼ
ロ
災
害
』

経
営
者
の
方
の
共
済
制
度

危
険
物
取
扱
者
試
験

　

7
月
は
『
社
会
を
明
る
く
す
る
運

動
』
の
強
調
月
間
で
す
。

　

犯
罪
や
非
行
の
防
止
、
罪
を
犯
し

た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を

深
め
る
た
め
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
伝
達

　

7
月
１
日
㈪
〜
7
日
㈰
は
全
国
安

◎
小
規
模
企
業
共
済
制
度
（
経
営
者

の
た
め
の
退
職
金
制
度
）

　

個
人
事
業
主
や
小
規
模
企
業
の
共

同
経
営
者
、
会
社
な
ど
の
役
員
が
事

業
を
や
め
た
り
、
退
職
し
た
と
き
に
、

生
活
の
安
定
な
ど
を
図
る
た
め
の
資

金
を
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
お
く
共

済
制
度
で
す
。

※ 

掛
け
金
は
全
額
所
得
控
除
で
、
掛

け
金
月
額
は
１
千
円
か
ら
7
万
円

で
す
。

※ 

税
法
上
、
一
括
受
け
取
り
に
よ
る

共
済
金
は
『
退
職
所
得
扱
い
』
、

分
割
受
け
取
り
に
よ
る
共
済
金
は

『
公
的
年
金
等
の
雑
所
得
扱
い
』

と
な
り
ま
す
。

全
週
間
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
で
、

労
働
災
害
防
止
の
重
要
性
を
認
識
し
、

労
働
災
害
ゼ
ロ
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

問 

室
蘭
労
働
基
準
監
督
署

 

（
☎
㉓
6
1
3
1
）

式
を
行
い
ま
す
。

時
7
月
9
日
㈫
14
時
30
分
〜
16
時

所
幌
別
中
学
校
体
育
館

そ
の
ほ
か
の
行
事

•
作
文
・
標
語
募
集
（
7
月
〜
9
月
）

•
地
区
懇
談
会
（
運
動
期
間
中
）

•
公
開
ケ
ー
ス
研
究
会
10
月
28
日
㈪

問
社
会
福
祉
Ｇ
（
☎
85
1
9
1
1
）

　

『
平
成
24
年
度
の
目
標
及
び
そ
の

達
成
に
向
け
た
活
動
の
点
検
・
評
価

（
案
）
と
平
成
25
年
度
の
目
標
及
び

そ
の
達
成
に
向
け
た
活
動
計
画
（
案

は
、
4
月
１
日
か
ら
30
日
ま
で
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
よ
り
意
見
を
募

集
し
、
策
定
し
ま
し
た
。

　

内
容
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ほ

か
、
市
役
所
１
階
市
民
コ
ー
ナ
ー
や

各
支
所
、
市
民
会
館
、
市
立
図
書
館
、

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
農
業
委
員
会

事
務
局
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

問
農
業
委
員
会
事
務
局

 

（
☎
85
9
1
9
0
）

）』

◎
経
営
セ
ー
フ
テ
ィ
共
済
（
中
小
企

業
倒
産
防
止
共
済
制
度
）

　

取
引
先
の
倒
産
に
よ
り
、
売
掛
金

債
権
な
ど
の
回
収
が
困
難
に
な
っ
た

と
き
に
、
貸
し
付
け
が
受
け
ら
れ
る

共
済
制
度
で
す
。

　

『
無
担
保
、
無
保
証
人
、
無
利
子
』

で
貸
し
付
け
が
受
け
ら
れ
、
積
み
立

て
掛
け
金
の
10
倍
の
範
囲
内
（
最
高

8
千
万
円
）
で
被
害
額
相
当
の
共
済

金
の
借
り
入
れ
が
可
能
で
す
。

※ 

掛
け
金
は
税
法
上
損
金
（
法
人
）

ま
た
は
必
要
経
費
（
個
人
事
業
）

に
算
入
で
き
ま
す
。

※ 

掛
け
金
月
額
は
、
5
千
円
か
ら
20

万
円
で
す
。

問 

中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
共
済
相

談
室
（
☎
050

－

5
5
4
1

－

7
1

7
1
）

時
8
月
18
日
㈰

所
苫
小
牧
市

内 

甲
種
、
乙
種
（
第
１
〜
6
類
）
、

丙
種

受
付
期
間

• 

書
面
申
請　

7
月
8
日
㈪
〜
16
日

㈫
• 

電
子
申
請　

7
月
5
日
㈮
〜
13
日

㈯
※ 

願
書
は
、
消
防
本
部
や
消
防
署
、

各
消
防
支
署
に
備
え
付
け
て
い
ま

す
。

※ 

電
子
申
請
に
つ
い
て
は
、
㈶
消
防

試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
消
防
本
部
総
務
Ｇ

 
（
☎
85
9
6
1
1
）

意見公募の
実施結果を
お知らせします
　『登別市中小企業振
興基本条例（案）』に
ついて、 5月１日から
31日まで意見公募をし
たところ、 4件の意見
が寄せられました。
　寄せられた意見とそ
れに対する市議会の考
え方は、市ホームペー
ジや市議会ホームペー
ジ、議会事務局、市民
会館、市役所１階市民
コーナー、各支所、市
立図書館、市民活動セ
ンターで公表していま
す。
問議会事務局
 （☎85 9 2 2 0 ）
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募　

集

時
＝
時
間　
所
＝
場
所　
対
＝
対
象　
内
＝
内
容　
定
＝
定
員　
費
＝
費
用　
持
＝
持
ち
物　
問
＝
問
い
合
わ
せ　
申
＝
申
し
込
み　

Ｇ
＝
グ
ル
ー
プ

消
防
設
備
士
試
験

自
衛
官
採
用
試
験

海
上
保
安
学
校
学
生

採
用
試
験

時
8
月
18
日
㈰

所
苫
小
牧
市

内 

甲
種
（
第
1
〜
5
類
）
、
乙
種

（
第
１
〜
7
類
）

受
付
期
間

• 

書
面
申
請　

7
月
8
日
㈪
〜
16
日

㈫
• 

電
子
申
請　

7
月
5
日
㈮
〜
13
日

㈯
※ 

願
書
は
、
消
防
本
部
や
消
防
署
、

各
消
防
支
署
に
備
え
付
け
て
い
ま

す
。

◎
一
般
曹
候
補
生

時
9
月
16
日
㈪
ま
た
は
17
日
㈫

時
9
月
29
日
㈰

対 
高
等
学
校
な
ど
を
平
成
26
年
3
月

ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
、
ま
た

対 

18
歳
以
上
27
歳
未
満
（
平
成
26
年

4
月
１
日
現
在
）
の
方

受 

付
期
間　

8
月
１
日
㈭
〜
9
月
6

日
㈮

◎
自
衛
官
候
補
生

時•
男
性　

受
け
付
け
時
に
通
知

• 

女
性　

9
月
22
日
㈰
〜
26
日
㈭
の

指
定
す
る
一
日

対 

18
歳
以
上
27
歳
未
満
（
採
用
時
年

齢
）
の
方

受
付
期
間　

•
男
性　

随
時
受
け
付
け

• 

女
性　

8
月
１
日
㈭
〜
9
月
6
日

㈮

は
卒
業
し
て
5
年
を
経
過
し
て
い

な
い
方

受
付
期
間

• 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト　

7
月
23
日
㈫

〜
8
月
１
日
㈭

• 

郵
送
ま
た
は
持
参　

7
月
23
日
㈫

〜
7
月
31
日
㈬

採 

用
予
定
課
程　

船
舶
運
航
シ
ス
テ

ム
課
程
、
航
空
課
程
、
情
報
シ
ス

テ
ム
課
程
、
海
洋
科
学
課
程

※ 

詳
し
く
は
第
一
管
区
海
上
保
安
本

部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

問
室
蘭
海
上
保
安
部

 

（
☎
㉓
0
1
1
8
）

◎
海
上
・
航
空
自
衛
隊
航
空
学
生

時
9
月
21
日
㈯

対 

18
歳
以
上
21
歳
未
満
（
平
成
26
年

4
月
１
日
現
在
）
の
方

受 

付
期
間　

8
月
１
日
㈭
〜
9
月
6

日
㈮

問 

自
衛
隊
札
幌
地
方
協
力
本
部
室
蘭

地
域
事
務
所
（
☎
44
9
5
3
3
）

※ 

電
子
申
請
に
つ
い
て
は
、
㈶
消
防

試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
消
防
本
部
総
務
Ｇ

 

（
☎
85
9
6
1
1
）

国民年金保険料を納めるのが困難な場合は国民年金保険料を納めるのが困難な場合は
『免除制度』や『若年者猶予制度』を『免除制度』や『若年者猶予制度』を
ご利用くださいご利用ください

問い合わせ
年金・長寿医療グループ（☎85２１３７）

　経済的な理由などで国民年金保険料を納付するこ
とが困難な場合は、申請により免除や猶予となる制
度があります。
　もしも、免除や猶予を受けずに保険料が未納の状
態で、障がいや死亡など不慮の事態が生じたときに
は、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないこ
とがあります。

◇免除制度
◎全額免除制度
　前年の所得に基づき、保険料の全額（月額15,040
円）を免除します。
※ 全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年
金額が 2分の１として計算されます。

◎一部納付（一部免除）制度
　前年の所得に基づき、保険料の一部を免除します。
※一部納付は 3種類あります。
• 4分の１納付（月額3,760円・年金額は 8分の 5）
• 2分の１納付（月額7,520円・年金額は 4分の 3）
• 4 分の 3納付（月額11,280円・年金額は 8分の 7）
※ 一部納付（一部免除）制度は、保険料の一部を納
付することで、残りの保険料が免除される制度で
す。一部保険料を納付しなかった場合は、その期
間の一部免除が無効（未納と同じ）となり、将来
の老齢基礎年金の額に反映されません。
また、障がいや死亡など不慮の事態が生じたとき、
年金を受けることができなくなる場合があります
のでご注意ください。

【手続きに必要なもの】
　『年金手帳』または『納入通知書」、『印鑑』、
失業の場合は『雇用保険受給資格者証』または『雇
用保険被保険者離職票』の写し
※ 転入などにより所得が確認できない場合は、所得
証明書、源泉徴収票の写しなどが必要となります。

※ 申請者本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基
準の範囲内である必要があります。

◆若年者納付猶予制度
　20～29歳の方で、同居している世帯主の所得に
関わらず、本人と配偶者の所得要件により、国民
年金保険料の納付を猶予する制度です。
　納付猶予承認期間は、将来受け取る年金の受給
資格期間に含まれますが、年金額に反映されませ
ん。

【手続きに必要なもの】
　免除申請の手続きに必要な書類と同じ
※ 免除制度、若年者納付猶予制度が承認された期間
については、10年以内であれば後から保険料を納
めること（追納）ができます。

申請先　年金・長寿医療グループ、各支所

14 くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ


